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支援の条件 

１．支援するシーズ又は技術の開発が、医学的（科学的）或いは社会的（経済的も含む）に必要 

と判断される。 

２．研究者が下記の事項を希望し、支援によって大きな進展が期待できる。 

１） 外部からの研究・開発資金の獲得 

２） 機械、設備、施設の利用 

３） 知識、技術、ノウハウの支援 

 

 

支援中止の条件 

１．ライセンス契約の成立、或いは産業化の見通しが立ち、支援の必要性が無くなった 

２．下記事項に相当する場合などで、支援の継続が不可能と判断されたとき 

１） 経済的：継続的な経済支援の見通しが全く立たず、研究の継続が困難 

２） 科学的：支援を続けても科学的な問題点・課題点の解決見通しが立たない 

３） 人的：責任者・研究者が不在（異動、転出、雇用面で不可） 

４） 契約面：契約の見通しが全く立たず、実用化の目処が立たない 

５） 知財面：特許成立の見通しが立たず、他者特許侵害の可能性がある 

 


